
資料１ 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について 
 
１ 背景 

 近年、空き家の数は増加を続けていることから、周囲に悪影響を及ぼす倒壊の危険等が

ある空き家に対する取り組みを一層円滑化するだけでなく、今後は周囲に悪影響を及ぼす

前の段階から空き家の活用や適切な管理を確保することが求められています。 

また、増加する空き家は、地域住民への影響にとどまらず、地域における経済的・社会

的活動へも深刻な影響を及ぼしています。 

 このような背景から、空家等の適切な管理の確保や活用拡大に向けて、空家等対策の総

合的な強化を図るため、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」（以

下「法」という。）が令和 5 年 12 月 13 日に施行されました。 

 

２ 主な改正内容 

（１） 活用拡大 

① 「空家等活用推進区域」の創設（法第 7条第 3項） 

市町村が区域等を定め、接道及び用途規制の合理化を図り、用途変更や建替え等

を促進する。また市町村長から所有者に対して活用を要請することができる。 

② 「空家等管理活用支援法人」の創設（法第 23 条第 1項） 

NPO 等の法人は、申請により市長から「空家等管理活用支援法人」の指定を受け、

空家所有者等又は空家を活用しようとする者に対して、空家等の管理や活用方法に

関する情報提供又は相談等を行い、または、空家等の所有者等の探索、空家等の管

理又は活用に関する調査研究・普及啓発等の業務を行うことができる。 

 

（２） 管理の確保 

① 特定空家化の未然防止（法第 13 条第 1、2項） 

 特定空家等となるおそれのある空家等は、市長が判断基準を定め、「管理不全空家

等」に認定し、指導・勧告することができる。なお、地方税法の規定に基づき、勧

告を受けた管理不全空家等は、固定資産税の住宅用地特例が解除される。 

② 所有者把握の円滑化（法第 10 条第 3項） 

 新たに電気・ガス・郵便事業者に所有者情報の提供を求めることができる。 

 

（３） 特定空家等の除却等 

① 緊急代執行制度の創設（法第 22 条第 11 項） 

 指導や勧告の措置を講じた後、命令等の事前手続きを経るいとまがない緊急時に

代執行を行うことができる。 

② 財産管理人による空家等の管理・処分（法第 14 条第 1～3項） 

 相続人が不存在もしくは所有者等が不明である場合や空家等の状態の改善が期

待できない場合など、民法等で定める財産管理制度を活用することができる。 

財産管理人：相続財産清算人、不在者財産管理人、所有者不明建物管理人、 

管理不全建物管理人 








